
1 実施

【継続】次官を室長とした働き方改革推進室を中心により一層の取り組みを推
進するとともに、各局長等が出席する働き方改革に関する幹部会議を開催し、
働き方改革に関する情報共有等を実施。

次官直轄で働き方改革を強力に推進す
るとともに、各局長等が構成員である
幹部会議を行うことで、より一層の改
革の機運が醸成された。

2 実施

【継続】各幹部において、自身のマネジメント方針や連絡方法、レク効率化の
取組に関して「マネジメント方針」を作成し、イントラサイトに掲載。
【継続】管理職以上において、働き方のルールや部下にお願いしたい事項、部
下へのメッセージを策定し「マネジメント方針」として各自周知を図った。

ｱ 実施

【継続】本省局長・審議官級及び課室長級職員を対象として実施。
※平成30年度は本省課長級職員のみを対象としていたが、令和元年度より対象
を広げて実施。

ｲ 実施未定

本省での実施結果を参考にし
ながら地方等に拡充するかを
検討するため実施未定。

働
き
方
改
革

価値観・意識の改革についての明確なメッセージの継続的発
出

管理職に求められるマネジメントに関する意識醸成に向けた
取組の実施

幹部や各局長等が「マネジメント方
針」を作成することで、率先した働き
方改革を示すことができ、部局内の意
識醸成につながった。

多面観察について、幹部及び管理職員
が自身や職場の強みや弱みについて気
づきを得ることにより、職場環境の改
善及び組織パフォーマンスの向上を検
討するきっかけになった。

ｂ
本府省等における課室長級職員を対象とした多面
観察の実施

地方等（地方支分部局及び施設等機関）における
管理職を対象とした多面観察の実施
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大
項
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中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目



【国土交通省】

令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

3 実施

【継続】本省等においては、本省等全職員を対象としたアンケート（エンゲー
ジメントサーベイ）を実施し、局等別にフィードバック。各局等は、局長等を
交えて、分析・検討を行い、局等ごとの「業務改善計画」のフォローアップを
行うとともに次年度の計画を策定。

各局等において、自局等の状況を把握
するとともに、独自の業務改善計画を
策定することで、それぞれの局等の状
況に応じた具体的な取り組みの推進を
図った。

4 実施

【継続】WLB推進本部等における大臣からのメッセージを始め、各局長等の
リーダーシップによって取組を強化。
【継続】超過勤務縮減のために実績の「見える化」を実施等。

ａ
ｱ 実施

【継続】職員の正規の勤務時間外の業務実施に当たり、所属長による退庁予定
時間、理由等の適切な把握の取組を実施等。

ｂ ｱ 実施
【継続】毎月、各局等からの実績報告を踏まえ、取組内容等の確認・指導等を
実施等。

ｲ 実施

【継続】毎月、各局筆頭課長が出席する会議において、各局の超過勤務実績
（対前年度比較）が分かる資料及び公務災害となるおそれがある職員が特に多
い部局（課単位）の一覧を配布し改善を指示。

ｳ 実施

【継続】各局等において、一定の時間を越えて超過勤務を行った場合、局議等
の場で原因、改善策等を報告。
【継続】超過勤務による疲労蓄積が認められる職員に対しては、早出遅出制度
を臨機に活用等。

5 実施

【継続】本省等においては、本省等全職員を対象としたアンケート（エンゲー
ジメントサーベイ）を実施し、局等別にフィードバック。各局等は、局長等を
交えて、分析・検討を行い、局等ごとの「業務改善計画」のフォローアップを
行うとともに次年度の計画を策定。

各局等において、自局等の状況を把握
するとともに、独自の業務改善計画を
策定することで、それぞれの局等の状
況に応じた具体的な取り組みの推進を
図った。

働
き
方
改
革

業務配分の見直しや機動的人員配置による業務負荷集中の回
避

業務の廃止も含めた効率化や職場環境の改善策の実施

超過勤務の縮減の徹底

各局長等が当事者意識をもった取組を
行うことにより、各局長等が自発的に
グループ固有の業務の特殊性や職場環
境を踏まえ、超過勤務削減策を講じる
ことができた。

省内全体における超過勤務の事前確認の徹底

省内全体における超過勤務の事前確認実施状況の
把握

ｂ
超過勤務状況・理由の見える化や目標設定など、
超過勤務の縮減に向けた工夫

一定の時間を超えて超過勤務をした場合の措置
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令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

6 実施

【継続】各局長の年次休暇取得実績を大臣を含む幹部職員へ報告（年１５日以
上の休暇取得目標設定に加え、年５日以上という最低限取得すべき日数も設
定）。
【継続】計画的な休暇取得を促すため、土日に合わせた休暇の取得（月曜午
前・金曜午後休暇等）を促進するとともに、１週間以上の連続休暇、家族の行
事・記念日、学校休業日等に合わせた計画的な休暇（アニバーサリー休暇）及
びプロジェクトが一段落したときの休暇（お疲れ様休暇）の取得を推奨し、休
暇取得を促進。
【継続】計画表の活用による年次休暇及び夏季休暇の使用の促進について再周
知を行い、働き方改革月間中の適宜のタイミングで夏季休暇が未取得の職員及
び年次休暇の取得が５日未満の職員への呼びかけを行うよう各局等に指示し
た。

各局長等が当事者意識をもった取組を
行うことにより、各局長等が自発的に
グループ固有の業務の特殊性や職場環
境を踏まえ休暇の取得促進策を講じ
た。

7 実施

【新規】ペーパーレス化の推進及び会議、打合せ等の見直しについての通知を
行い、幹部へのレクは原則ペーパーレスで行うこととした。

印刷枚数の削減が図られた。
新型コロナウイルス感染症への対応に
伴い、会議のオンライン化やテレワー
クの実施が推進されているところ、そ
れに応じてペーパーレス化の取り組み
も進められている。またその場での編
集が可能になったため、レクの業務効
率化も図られた。

ｱ

【継続】可搬式ペーパーレス会議システムを導入し、各局等へタブレット端末
等の貸し出しを実施。
【継続】本省等において、各局等の幹部室や会議室、省内の共用会議室におい
て、モニターを全室導入し、WEB会議・ペーパーレス会議の一層の取り組みを
図る。

ｲ

【継続】本省等において、各局等の幹部室や会議室、省内の共用会議室におい
て、モニターを全室導入し、WEB会議・ペーパーレス会議の一層の取り組みを
図る。

8

ｂ

ｱ 実施

【継続】フレックスタイム制について、省内エレベーターに掲示するととも
に、省内ポータルサイトにて周知を実施。

フレックスタイム制の普及促進が図ら
れた。

働
き
方
改
革

フレックスタイム制の拡充

全職員に対するフレックスタイム制・手続の定期
的な周知徹底及び利用意向の確認

休暇の取得促進

ペーパーレス化の推進

ａ

審議会や幹部会議での原則ペーパーレス化

定例会議や幹部への説明、省内の打合せ等につい
てもペーパーレス化



【国土交通省】

令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

働
き
方
改
革

9 実施

【継続】エレベーターにワークスタイル改革に係るポスターの掲載を開始し、
定期的に情報発信を行う。
【継続】働き方改革推進室の取り組みについて、1ヶ月に1回程度、本省全職員
向けにメールにて情報提供を行い、取り組みの推進状況について情報提供を行
う。
【新規】働き方改革の機運醸成や意識改革のために、全職員を対象とした「働
き方改革セミナー」を実施、また幹部向けの「働き方改革講演・パネルディス
カッション」を行い、職員が閲覧できるようイントラに掲載をした。

1

2

3 実施
【継続】WLB推進本部等において、「男の産休」等の取得状況、課題、取組事
例等を紹介等。

ｱ 実施
【継続】「男の産休」の取得実態、課題、周知用チラシをメールで展開し、意
識啓発等を実施等。

（独自実施のも
の）

実施
【継続】階層別研修等において、男性の育児休業等について啓発・周知し、取
得しやすい環境整備を推進等。

（内閣人事局・
人事院が実施す
るものへの派

遣）

実施

【継続】内閣人事局や人事院主催のセミナー等へ積極的に職員を派遣等。

育
児
・
介
護
等
と
両
立
し
て

活
躍
で
き
る
た
め
の
改
革

目標：30％（令和７年）、現状：42.0％（令和３年度）、目標設定時：2.4％（平成26年度）

男性職員の「男の産休」（配偶者出産休暇・育児参加のため
の休暇）取得率

目標：両休暇合計５日以上取得率100％（令和７年度）、現状：84.2％（令和３年度）、目標設定時：17.9％（平成26年度）

男性職員の家庭生活参画促進に向けた管理職員向けの意識啓
発の実施

ｂ メールによる意識啓発・周知

ｲ セミナーによる意識啓発・周知

その他（「働き方改革」の項目に含まれるが、上記１～８の
取組に該当しない取組があれば記載）

男性職員の育児休業取得率
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令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

4 実施

【継続】「男の産休」周知用チラシの配布。
【継続】対象職員に対して、上司は積極的に背中を押すとともに、あらかじめ
スタッフ間等でスケジュール・業務データの共有を進める等、応援体制を構築
して実効ある取得の促進を図った。
【継続】省内に事務連絡「「男の産休・育休等」取得計画書の導入について
（通知）」を発出し、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進を図った。
【継続】本省エレベーター内に「育児に伴う休暇・休業の１か月以上の取得促
進」を周知するチラシを掲示し、取得しやすい雰囲気を醸成。
【継続】男性職員が育児休業等に関する情報を取得しやすいよう、新たな標準
的取組その他の有益な情報に関して、イントラネット（ＷＬＢ）に取得計画書
等の関連ツールを掲載。

ｱ 実施

【継続】ＷＬＢ推進本部等において、大臣等から育児参加推進メッセージを発
信等。

ｲ 実施
【継続】出産情報漏れを防ぐため、WLB担当部署と上司との連携を強化等。

5 実施

【継続】部下職員の子育て両立支援のためのチェックシート、すくすく育児
帳、いきいき介護帳等を活用したきめ細かい把握を実施等。

ａ
ｱ 実施

【継続】すくすく育児帳及びいきいき介護帳を導入し、男女問わず職員の状況
に応じたきめ細かい対応や配慮を実施等。

6 実施

【継続】育児休業中の職員が復帰に向けた相談ができるよう、人事当局や所属
先の管理職員など連絡担当者を決めて定期的なコミュニケーションや情報提供
等を実施。

育
児
・
介
護
等
と
両
立
し
て

活
躍
で
き
る
た
め
の
改
革

男性職員の育児休業、「男の産休」（配偶者出産休暇及び育
児参加のための休暇）及び育児に伴う休暇・休業の１か月以
上の取得促進の取得促進

「男の産休・育休等」取得計画書を導
入したことにより、取組の徹底を図る
ことができた。
本省エレベーター内に「育児に伴う休
暇・休業の１か月以上の取得促進」を
周知するチラシを掲示したことによ
り、「育児に伴う休暇・休業」を取得
しやすい雰囲気が醸成された。

ａ
大臣等トップからのメッセージの継続的発信

上司又は人事担当部局による男性職員の配偶者の
出産予定把握のための工夫

育児・介護等に係る職員（男女全て）の状況のきめ細やかな
把握

育児シートや両立支援シートの全省的な制度とし
ての導入

育児休業取得職員と人事担当部局等の職員との定期的なコ
ミュニケーション



【国土交通省】

令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

（独自実施のも
の）

実施

【継続】円滑な職場復帰をサポートするため育児休業中の職員を対象として
「育児休業から職場復帰！オンラインセミナー」を開催。

（内閣人事局・
人事院が実施す
るものへの派

遣）

実施

【継続】内閣人事局や人事院主催のセミナー等へ積極的に職員を派遣等。

8 実施

【継続】妊娠中の職員や搾乳のための休憩を必要とする職員が使用できる女性
休養室を設置。

1

2

3 実施

【継続】採用パンフレット等において女性職員を積極的に紹介。
【継続】大学等で実施する業務説明会に女性職員を積極的に派遣。
【継続】育児経験のある女性職員との座談会を実施等。

座談会等において、両立支援制度を実
体験とともに紹介できた。

4 実施
【継続】経験者採用試験等の積極的な活用等。

b ア 実施

令和４年度（0）人 　取組：インターネット掲載による中途採用情報の提供。

育
児
・
介
護
等
と
両
立
し
て

活
躍
で
き
る
た
め
の
改
革

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
の
改
革

その他

女性の採用目標

【全体】　目標：35％以上（毎年度）、現状：26.1％（令和５年４月１日）
【総合職】目標：35％以上（毎年度）、現状：28.6％（令和５年４月１日）
【技術系】目標：30％以上（毎年度）、現状：19.8％（令和５年４月１日）

女性の登用目標

【本省課室長相当職】　　　目標：3.4％以上（令和７年度末）、現状：3.0％（令和４年７月）
【地方機関課長・本省課長補佐相当職】
　　　　　　　　　　　　　目標：8.3％（令和７年度末）、現状：6.4％（令和４年７月）
【係長相当職（本省）】　　目標：16.1％（令和７年度末）、現状：15.4％（令和４年７月）

国家公務員採用試験の女性申込者・合格者の拡大に向けた広
報活動

女性職員の中途採用の拡大

育児等を理由に国家公務員を中途退職した女性の
中途採用

7
育児休業取得職員等を対象としたセミナー
の実施



【国土交通省】

令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

5 実施

【継続】女性職員の意識の啓発、意欲の増進のための研修等を実施
【継続】職員のライフイベントに対応したキャリアパスの多様化及びそれを活
用した効果的な配置等。

6 実施
【継続】働き方改革等による働きやすい職場環境づくりを行う等。

ａ

ア 実施

【継続】男女共に、管理職の候補となり得るような、極めて優れた能力を有す
ると認められる若手職員については、採用年次、採用試験の種類等にとらわれ
ない、計画的な育成を図る等。

7 実施
【継続】男女共に、キャリアパスにおける転勤の在り方について検討等。

ア 実施

【継続】例えば、出産・子育て期等の前後に転勤等をさせて必要な職務経験を
積ませ、登用に向けた育成を行うといった複線的な育成を行うことを検討する
など、男女共に、キャリアパスにおける転勤の在り方について検討等。

イ 実施

【継続】例えば、転勤を所属の管区内等で行うことを検討するなど、男女共
に、キャリアパスにおける転勤の在り方について検討等。

8 実施

【継続】女性職員の登用の拡大に向けた管理職向けの啓発活動として研修を実
施。

ａ

ア 実施

【継続】国土交通省の働き方改革に関する幹部会議において、大臣官房長より
各局局長に対して、働き方改革の取組の現状を説明するとともに、各局におけ
る取組継続について依頼。

ア
（独自実施のも

の）
実施

【継続】女性職員の登用の拡大に向けた管理職向けの啓発活動として研修を実
施。

イ

（内閣人事局・
人事院が実施す
るものへの派

遣）

実施

【継続】女性活躍・ワークライフバランスに関する人事院等主催の研修に職員
を派遣。

女
性
の
活
躍
推
進

の
た
め
の
改
革

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
の
改
革

女性職員の職域の拡大、職域の固定化の解消

管理職の候補となり得る女性職員の計画的な育成（配置、研
修、個別の育成方針の策定等）

Ⅱ・Ⅲ種試験・一般職・専門職試験採用者に対す
る職務機会の付与や研修等による積極的な育成

転勤の可否が登用に及ぼす影響の排除・縮小

ａ キャリアパスにおける転勤の在り方（必要性、異
動先、タイミングの多様性確保等）についての再
検討

転勤に関する人事上の取組の工夫

女性職員の登用の拡大に向けた管理職員向けの啓発活動の実
施

大臣や事務次官、官房長等から、管理職に対す
る、女性職員の意欲を向上させる取組の重要性に
ついてのメッセージの継続的発信

ｂ

女性職員の登用の拡大に向けた
管理職員向けの研修の実施



【国土交通省】

令和４年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を選択
した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成果
（Ｄ）

小項目

9 実施

【継続】両立支援制度相談員等の活用を図る。
【継続】育児期に昇任を希望しなかった等の理由により結果として昇任が遅れ
ている職員についても、優れた潜在的な能力を持つ女性職員に対しては、多様
な職務機会の付与や研修等の必要な支援を実施等。

（独自実施のも
の） 実施

【継続】新採用職員研修、行政基礎研修を実施し女性活躍推進に関する講演を
実施。

（内閣人事局・
人事院が実施す
るものへの派

遣）

実施

【継続】人事院主催の本府省女性職員キャリアアップ研修に職員を派遣。

イ 実施

【継続】職員のライフイベントに対応したキャリアパスの多様化及びそれを活
用した効果的な配置等。

ウ 実施

【継続】職員との面談等を通じて、職員のライフイベントに対応したキャリア
パスの多様化及びそれを活用した効果的な配置に取り組む等。

エ 実施

【継続】仕事と家庭の両立や将来のキャリアに悩む女性職員が、同様の境遇を
経験してきた先輩女性職員等に気軽に相談できるようなネットワークの形成
等。

ｂ

ア 実施

【継続】働き方改革等による働きやすい職場環境づくりを行う等。

10

そ
の
他

実施

【継続】次官を室長とした働き方改革推進室を中心に、より一層の取り組みを
推進。

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
の
改
革

ａ

ア
若手女性職員のキャリアイメー
ジ形成支援による意欲向上研修
の実施

公務の魅力、仕事の面白さを認識できるような若
いうちからの多様な職務機会の付与

人事担当部局又は上司による今後のキャリア形成
のための面談の実施

メンター制度の実施等、女性職員が相談できる体
制づくり

出産・育児期にあっても、本人の能力・意欲を踏
まえ、必要な配慮をした上で、繁忙部署の業務を
継続して担当させるなど、職務経験を付与

その他

女性職員のキャリア形成支援、意欲向上


